
規

則 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
三
号 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
七
条
第
四
項
中
「
、
承
認
」
を
削
る
。 

  

様
式
第
七
号
（
表
）
中 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の

６
６
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

「
 」
 種

類
 
①
（

 
 

）
認

定
浄
化
槽

 
名

称
  

 
 

 
 

認
定

番
号

  
 

 
－

 

②
そ
の
他

 
 

 
 

 
昭
和

5
5
年

建
設
省
告

示
第

1
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
－

 
 

 
－

 
 

 
 

2
9
2
号
第

 
 

 
第

 
 

 
号

 

 

種
類

 

・
浄
化
槽
法

第
1
3
条

に
よ
る
認
定

 

 
（

 
 

）
認
定
浄

化
槽

 
名

称
  

 
 

認
定

番
号

  
 

 

・
昭
和

5
5
年

建
設
省

告
示
第

1
2
9
2
号
第

 
 

 
 

・
建
築
基
準

法
第

6
8
条
の

2
5
に
よ

る
認
定

 

国
土
交
通
大
臣
認
定
浄
化
槽

 
認
定
番
号

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
－

 
 

 
－

 
 

 
－

 
 

 
 

 

 
 
第

 
 

号
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

「
 」

 

を 

□
増
築
 
 
□
改
築

 
 
□
大
規
模
の
修
繕

 
 
□
大
規
模
の
模
様
替

 
 
□
用
途
変
更
 

 「
 

」
 

□
増
築
 
□
改
築
 
□
移
転

 
□
大
規
模
の
修
繕
 
□
大
規
模
の
模
様
替
 
□
用
途
変
更
 

 「
 

」
 

「
又
は
第
１
３
７
条
の
１
２
第
４
項
」
 

「
、
第
１
３
７
条
の
１
２
第
４
項
又
は
第
１
３

 

７
条
の
１
６
」

 

に
改
め
る
。 

様
式
第
八
号
中 

を 

（注） 


